
 別紙１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47年３月１日蔵関第 100号）】  

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

第６章 通   関 

第３節 一般輸入通関 

（他法令による許可、承認等の確認） 

70－３－１ 輸入貨物についての法第 70 条第１項又は第２項の規定の適用に

ついては、次による。 

⑴～⑷ （省略）

別表第１ 

法 令 名 
輸入の規制に 

関する条項 
確認する許可書又は承認書等 

イ．（省略）

ロ．輸入制限、

禁止関係

(ｲ)～(ﾘ)（省

略）

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

(ﾇ)肥料の品質

の確保等に関す

る法律（昭和25

年 法 律 第 127

号）

第４条第４項《登録

を受ける義務》 

第５条《仮登録を受

ける義務》 

第16条の２《指定混

合肥料の生産業者及

びその輸入業者の届

出》 

第22条《特殊肥料の

輸入業者の届出》 

第33条の２《外国生

産肥料の登録及び仮

登録》 

⑴ （省略）

⑵ 輸入物品が第５条に規定す

る「指定混合肥料」である場

合は、当該指定混合肥料の輸

入業者である旨の農林水産省

消費・安全局長の「証明書」

又はその写し

⑶ （省略）

第６章 通   関 

第３節 一般輸入通関 

（他法令による許可、承認等の確認） 

70－３－１ 輸入貨物についての法第 70 条第１項又は第２項の規定の適用に

ついては、次による。 

⑴～⑷ （同左）

別表第１ 

法 令 名 
輸入の規制に 

関する条項 
確認する許可書又は承認書等 

イ．（同左）

ロ．輸入制限、

禁止関係

（同左） 

（同左） 

（同左） 

（同左） (ｲ)～(ﾘ)（同

左）

(ﾇ)肥料取締法

（昭和25年法律

第127号）

第４条第３項《登録

を受ける義務》 

第５条《仮登録を受

ける義務》 

第16条の２《指定配

合肥料の生産業者及

びその輸入業者の届

出》 

第22条《特殊肥料の

輸入業者の届出》 

第33条の２《外国生

産肥料の登録及び仮

登録》 

⑴ （同左）

⑵ 輸入物品が第４条第１項に

規定する「指定配合肥料」で

ある場合は、当該指定配合肥

料の輸入業者である旨の農林

水産省消費・安全局長の「証

明書」又はその写し

⑶ （同左）
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改正後 改正前 

 
 
 
 

第33条の４《外国生

産肥料の輸入》 

第35条《適用の除

外》 

 

 

 

 

 

(ﾙ)～(ﾑ)（省

略） 

（省略） （省略） 

 
 別表第２ （省略） 

 （新設） 

 

第35条《適用の除

外》 

 

 

 

 

 

(ﾙ)～(ﾑ)（同

左） 

（同左） （同左） 

 

別表第２ （同左）  


